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社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会 
  



基本目標 

◎基本方針 

・基本的な考え方 

 社会福祉を取り巻く環境は、少子高齢化の急速な進展や人口減少、家族機能

の弱体化といった社会構造の変化、さらには生活困窮や社会的孤立などの課題

を抱える世帯の増加など、周りを取り巻く課題・問題が複雑化、複合化してき

ています。 

  

 本会では、地域の福祉課題が多様化する中、誰もが支え合いながら安心して暮

らすことができる【ともに生きる豊かな地域社会】づくりを推進することを使命

として、共に支えあい・助けあい・しあわせのまちづくりの実現をめざしていま

す。 

令和４年度からの５ヶ年計画である「第６期地域福祉実践計画」も終盤に差し

掛かり、計画の見直しを行い更なる「全世代型地域福祉活動の推進」を目標とし、

その実現のために、「社協の活動」について周知と PR に努めます。 

また、町内関係者、ボランティア団体、行政、共同募金委員会等との連携を強

化し、住民の社会参加による地域のつながりを絶やさない活動を積極的に推進

し、町民から信頼と期待される社協を目指し取り組んで参ります。 

近年の物価高騰に伴い生活困窮者への支援が急務となっており、本会では、生

活福祉資金特例貸付による胆振東部地震、または新型コロナウィルス感染症に

係る緊急小口資金や総合支援資金等の償還状況も踏まえ、相談体制の強化をお

こない、住民ひとりひとりの地域生活と権利を守り、在宅福祉サービスの実施に

努めます。 

 

 

 

 

 

 

「こまった」を見すごさない。 

共に支えあい・助けあい・しあわせのまちづくり 



第 6 期計画の重点目標と基本方針 

 

 重点目標１ 全世代型地域福祉活動の推進  

 基本方針 福祉活動の対象に合わせた個別性に基づく活動を行います。 

地域全体を網羅する包括性のある活動を行います。 

 

 

 重点目標２ 生活支援・権利擁護体制の強化  

 基本方針 多様な地域生活課題に対する支援方法の拡充を行います。 

住民の動向、ニーズを捉えた権利擁護機能の強化を図ります。 

 

 

 重点目標３ 住民の多様な社会参加の推進  

 基本方針 社会参加活動の推進と機会・役割を創出します。 

効果のある広報・普及活動を行います。 

 

 

 重点目標４ 小地域福祉活動の強化  

基本方針 社会状況に合わせた地域福祉活動を再構築します。 

地域福祉実践者との具体的な連携体制の整備を行います。 

 

 

 重点目標５ 安定・自立（自律）した法人運営  

基本方針 地域福祉を支える人材（役職員）の獲得・強化します。 

法改正や方針などへの対応力を向上させます。 

  



令和７年度具体的事業計画 
 

 重点目標１ 全世代型地域福祉活動の推進  

  

事業項目 内   容 事業予算 

全世代型地

域福祉活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．世代に応じた切れ目のない福祉活動を行います 

・出生してから人生の最期まで、その時々で生じる出来事 

に向き合う福祉活動に努めます。 

・合併後に生じていた福祉活動の実施圏域や対象者の違い 

を是正し、全町的な取り組みを進めていきます。 

 

（該当事業） 

① 学童・生徒のボランティア活動普及事業（継続） 

ボランティア活動普及指定校に活動費を助成し、小

学校、中学校及び高等学校の児童・生徒を対象に福

祉教育、体験及び交流活動等を実施してもらうこと

で、社会福祉への理解・関心を高め、ボランティア

の心、社会連帯の精神を養う事業を展開していきま

す。 

 

② おせち料理配食事業（継続） 

民生委員児童委員と連携し、ひとり暮らし高齢者、

高齢者夫婦世帯について、元気にお正月を迎えても

らうことを目的に、おせち料理を配布します。 

 

③ 長寿祝い金贈呈事業（継続） 

満 100 歳に達した高齢者に対し、長寿祝い金及び花

束を贈呈することにより長寿を祝福し、もって高齢

者の福祉の増進に資することを目的に実施します。 

 

④ 生活改善合理化普及奨励事業 

a. 葬祭協力（継続） 

自治会・町内会役員の高齢化等により、葬祭に係る

諸活動に支障が生じる場合は、自治会・町内会から

の要請に基づき職員を派遣します。 

b. 会員への弔意（継続） 

町民のご逝去に対して、ご遺族に弔意文を送付し、

追悼の意を表します。 

 

⑤ 男の料理教室事業（休止） 

６０歳以上の男性を対象に、実施しておりました

が、参加者が少ないことから事業の検討を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

100 千円 

 

 

 

 

 

 

 

220 千円 

 

 

 

 
＊事務費渉外費

で計上 

 

 

 

 

 

0 円 

 

 

 

78 千円 

   

 

 

0 円 

 

 

 

 

 

 



事業項目 内   容 事業予算 

全世代型地

域福祉活動 

⑥ 災害見舞金事業（継続） 

火災・風水害等により家屋等が使用に耐えない程に

焼失、流失、崩落した町民に、見舞金を支給し、も

って生活の安定と福祉の増進を図ります。 

 

 
＊事務費渉外費

で計上 

 

 

 

 

２．町内で活動する福祉団体の活動を支援します。 

・地域の福祉課題の解決に向けて、各福祉団体の活動を支

援します。 

・多様な活動財源の確保と獲得に努めます。 

 

（該当事業） 

① 福祉団体支援事業（継続） 

積極的に福祉活動に参画している福祉団体・ボラン

ティア団体に対し、助成金を交付することで、当事

者による活動の強化と地域福祉の増進を図ります。 

（老人クラブ連合会・胆振身体障害者福祉協会むか

わ支部・遺族会・ボランティアさつき会むかわ町赤

十字奉仕団・自治会婦人部連絡協議会・ボランティ

ア連絡協議会） 

 

 

 

 

 

 

 

2,025 千円 

 

３．安心して子育てできる環境づくりに向けた検討を行い

ます。 

・子育て世代の声を受け止める場づくりに取り組みます。 

・子ども・子育てに関する新たな取り組みを検討していき

ます。 

 

（該当事業） 

① 子育て中の世帯への支援策の構築（継続） 

むかわ町「ファミリー・サポートセンター」事業への

支援に伴うボランティア活動支援者の育成を行い、

若い世帯への社協の認知度向上を目指します。 

  ＊子育て支援ボランティア養成研修開催 

 

② 児童・生徒健全育成事業 

a. ひとり親世帯支援事業（継続） 

低所得世帯のひとり親家庭における生活安定と福

祉に繋げます。 

修学旅行支度金／入学及び卒業支度金／ランドセ 

ルの贈呈   

b. 親子バス遠足事業（継続） 

  ひとり親・障がい児のいる世帯等の児童・生徒が、

交流及び情報交換の場を通し、集団生活の仲間に

対して思いやりのある心を育てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   0 円 

 

 

 

 

 

 

350 千円 

 

 

 

 

489 千円 



重点目標２ 生活支援・権利擁護体制の強化   

 

事業項目 内   容 事業予算 

生活支援・

権利擁護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．介護保険事業(居宅介護支援事業)で在宅生活を支援し

ます。 

・居宅介護支援事業をとおし、要支援・要介護状態にある 

住民に対する地域生活を支援します。 

・社協が実施する各種の地域福祉事業と連動した事業展 

開を行い、社協らしい在宅福祉サービスの実施に努めま 

す。 

 

（該当事業） 

① 居宅介護支援事業（継続） 

むかわ町社会福祉協議会が開設する指定居宅介護支

援事業所では介護支援専門員が、要介護状態、また

は要支援状態にある高齢者に対し、適切な指定居宅

介護支援を提案、提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,197 千円 

 

 

 

 

 

２．住民の多様な生活相談に応じ、適切な支援を行います。 

・生活困窮者に対する支援を拡充するとともに、各種貸付

事業の効果的な運営を行います。 

・法人後見事業や日常生活自立支援事業の利用促進を行

います。 

 

（該当事業） 

① 心配ごと相談事業（継続） 

通年、心配ごと相談所を設置し、または民生委員児

童委員等の協力により、日頃困っていること、悩ん

でいることなどの相談に応じ、問題解決に向けての

助言等を行い、福祉の向上を図ります。 

（民生委員児童委員協議会定例会参加・行政相談日

参加） 

 

② 生活福祉資金貸付事業（継続） 

(貸付実施主体：道社協／委託：市町社協) 

低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支え

るとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図

ることを目的とし、貸付を行います。 

 

③ たすけあい金庫貸付事業（継続） 

生活困窮者に対して、応急生活資金、応急医療費など

の生活つなぎ資金として貸付し、困窮者の生活安定

を図ります。 

 

④ 生活困窮者支援事業（継続） 

金銭貸付の対象とならない生活困窮者に対して、食

料品等の生活物資を支給または貸与し、生活相談や

 

 

 

 

 

 

 

   0 円 

 

 

 

 

 

 

 

63 千円 

 

 

 

 

 

500 千円 

 

 

 

 

  51 千円 

 

 



事業項目 内   容 事業予算 

生活支援・

権利擁護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助言を行うことで安心した生活を送ることができる

よう支援します。 

 

⑤ 歳末支援金事業（継続） 

経済的に支援の必要な世帯に、歳末たすけあい募金

を活用した歳末支援金を贈呈することで、経済的負

担を軽減するとともに新たな年を迎える時期に地域

で安心して暮らせることを目的に実施します。 

 

⑥ 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業) 

（継続） 

高齢や障がい等により、日常生活の判断に不安を感

じている方を対象に、生活相談や助言、手続き代行、

書類整理、金銭管理などの支援を行うことで、安心

して生活出来ることを目的に実施します。 

 

⑦ 成年後見事業(法人後見事業)（継続） 

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、意思

決定が困難でその判断能力を補うため、本会が成年被

後見人、被保佐人、被補助人の法人後見を受任し財産

管理及び身上監護を行い、その権利を擁護することに

取り組みます。 

    また、市民後見人養成講座の参加を推進していきま

す。 

 

 

 

 

680 千円 

 

 

 

 

 

163 千円 

 

 

 

 

 

 

1，440 千円 

３．住民の多様な生活課題に対する支援活動を行います。 

・多様な地域生活課題に対し、各種専門機関(職)と連動し

解決力を高めます。 

・地域生活課題を抱える住民に対し、地域住民やボランテ

ィア等と連携した支援を行います。 

 

（該当事業） 

① 生活支援体制整備事業（受託）（継続） 

日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社

会参加の推進を一体的に図ることを目的とし、地域

で生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に

向けた機能及びボランティアシステムの構築の推進

を図ります。 

a. コーディネーターの配置と協議体の設置・運営 

b．生活支援ボランティアの養成とポイントの付与 

c. 認知症サポーターの養成（隔年） 

 

② 配食サービスの配達事業（受託）（継続） 

行政が行う配食サービスに対して、ボランティアが

食事を配達することにより、高齢者の状況を定期的

に把握し、必要に応じ行政等に報告することを目的

 

 

 

 

 

 

 

6,100 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,208 千円 

 

 

 



事業項目 内   容 事業予算 

生活支援・

権利擁護 

に実施します。 

 

③ 福祉用具貸出事業（継続） 

車いすや電動ベッド等の福祉用具を整備し、介護保

険制度での購入、レンタルや障害福祉制度での助成

が対象とならない方を対象に貸し出しを行うこと

で、在宅生活を支援します。 

また、学校の授業における福祉教育の場の活用や各

選挙投票所への配置を行い、地域生活を支援します。 

 

④ 独居高齢者等窓ビニール張り事業（継続） 

老朽住宅に居住する在宅高齢者等で、窓にビニール

を張ることにより、少しでも暖かい生活ができるこ

とを目的に支援します。 

 

 

 

43 千円 

 

 

 

 

 

 

 

60 千円 

  



重点目標３ 住民の多様な社会参加の推進  

  

事業項目 内   容 事業予算 

住民の多様

な社会参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．社会福祉にふれられる機会を創出します。 

・住民が地域福祉活動にふれる機会を提供します。 

・確かでわかりやすく、各事業の対象者（ターゲット）

に応じた効果的な情報発信に努めます。 

 

（該当事業） 

① 社会福祉大会事業 

社会福祉関係者及び町民が一堂に会し、豊かな地域

福祉社会について考えるとともに、多年にわたって

社会福祉の発展に功績のあった方々を表彰するため

に開催します。（3 年に 1 回） 

 

② ふれあい広場事業（継続） 

地域住民が誰でも気軽に参加し、高齢者、心身にハ

ンディキャップのある方、児童や生徒達が一緒にな

って「ふれあいの場」を通して、福祉活動に対する

住民の理解を深めるとともに、参加された方々が支

え合い、人に優しい心の「わ」の広がりと、今後の

地域福祉活動の推進・災害意識の啓発を図ることを

目的に開催します。 

 

③ 広報啓発事業 

地域住民に向け、福祉推進のための広報啓発を行い

ます。 

a. ふくしだよりの発行（継続） 

広報誌「ふくしだより」を年度６回発行し、全戸 

配布します。 

b. ホームページの充実（継続） 

地域福祉に関する情報をいち早く住民に提供しま

す。 

c. 社協概要の発行（継続） 

最新のむかわ町社会福祉協議会の活動内容を理解

してもらうために 100 部発行し関係機関に配布し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

960 千円 

 

 

 

 

 

786 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,214 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．住民の社会参加を支援します。 

・外出の機会を提供し、社会参加を促進します。 

・外出に困難を抱える住民に対する支援を行います。 

 

（該当事業） 

① おでかけ支援事業（一部変更し継続） 

在宅の独居及び高齢者夫婦世帯で外出の機会が少な

い方を対象に、外出の機会を作り在宅生活を豊かに

 

 

 

 

897 千円 

 

 



事業項目 内   容 事業予算 

住民の多様

な社会参加 

 

することを目的に、令和７年度は両地区合同で開催

します。 

 

② 外出支援サービス事業（受託）（継続） 

おおむね、６５歳以上及び障がい者で、公共交通機

関などによる外出が困難であり、家族等の送迎がな

い方を対象に、町内医療機関の受診、理美容等の利

用時に外出支援、入浴送迎、買い物支援を行い、地

域での自立生活及び社会参加を促します。 

 

③ 福祉活動車両貸出事業（継続） 

単独で移動が困難な高齢者、障がい者等並びにボラ

ンティア団体、自治会・町内会、福祉団体等に社協

公用車を貸し出しすることで、外出支援・社会参加

を促進し、団体活動を支援します。 

 

 

 

 

8,405 千円 

 

 

 

 

 

 

1,282 千円 

 

 

 

 

３．ボランティアセンターの機能を強化します。 

・ボランティアコーディネート機能を強化し、社会参加を

促進します。 

・住民に対するボランティアの啓発と育成に取り組みま

す。 

 

（該当事業） 

① ボランティアセンター事業 

a. ボランティアセンター運営事業（継続） 

ボランティア活動に参加しやすくなるように、相

談窓口としての機能を充実させ、情報を集約・発

信して、住民のボランティア活動への参加のすそ

野を広げるよう推進します。 

b. ボランティア養成事業（継続） 

ボランティア活動を実践している活動者や、ボラ

ンティア活動に興味関心を持つ地域住民に対し、

研修の機会や活動者同士の情報交換の場を提供す

ることで町内ボランティアの底上げを目指しま

す。 

  ・子育て支援ボランティア養成（継続） 

  ・サロンサポーター視察研修（継続） 

  ・ボランティアばんざい in 胆振参加（継続） 

  ・中・高生ボランティア体験学習（継続） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 千円 

 

 

 

 

548 千円 

  



重点目標４ 小地域福祉活動の強化  
 

事業項目 内   容 事業予算 

小地域福祉

活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．自治会・町内会を基盤とした小地域福祉活動を推進

します。 

・地域のつながりを維持・強化する活動を支援します。 

・地域活動実践者の情報交換や研修の場を設け、小地域 

福祉活動の発展を図ります。 

 

（該当事業） 

① 自治会町内会活動推進事業 

a. 見守り活動（継続） 

日常の生活や健康状態、非常時の対応が心配なひ

とり暮らしの高齢者等を対象に、声かけや定期的

な訪問による話し相手等をしながら、安否の確認

や健康上の変化を見守ることによって、事故を未

然に防いだり、異常を発見します。 

b. 日常生活支援活動（継続） 

身体が不自由になり、家事や外出が困難になって

いる世帯や家族での介護や看病が困難な高齢者

等を対象に、家事援助・身辺介助・外出介助・介

護支援・除雪支援・その他簡単な用足しなどを支

援します。 

c. 社会参加活動（継続） 

一般住民・地域住民を対象に、ふれあいのなかで、

コミュニティ活動を実践します。（１）介護予防

事業(元気高齢者づくり)、（２）世代間交流事業、

（３）自治会・町内会行事への参加の支援。 

d. 福祉委員設置事業（継続） 

福祉に関する問題や要望を発見し、助け合い活動

を展開して地域の人たちと共に福祉のまちづく

りを進め、自治会町内会活動推進事業の推進役と

して自治会・町内会に福祉委員を配置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,660 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 千円 

２．住民主体のつながりを創出します。 

・住民同士が出会える場を創出し、つながりあう関係づ

くりを支援します。 

・地域住民やボランティア等と連携し、住民主体の地域

活動に取り組みます。 

 

（該当事業） 

① サロン事業 

a. いきいきふれあいサロン事業（継続） 

介護予防の一環として、６５歳以上でデイサービ

スに通っていない、外出機会の少なくなった高齢

者を対象に、孤独感の解消、心身の健康維持増進

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

650 千円 

 

 

 

 



事業項目 内   容 事業予算 

小地域福祉

活動 

（毎月ないし隔月） 

b. なかよし広場（一部休止し継続） 

支え合い助け合い、いきいきと健康で暮らすこと

を願い、サロンサポーターが中心となり、アウト

リーチ型のサロン活動を行います。 

  ＊穂別地区休止 

c. 憩いの場支援（継続） 

地域で高齢者や障がい児・者、子育て中の方など

が、生きがい活動と元気に暮らすきっかけづくり

を見つけ、地域住民同士のつながりを深める自主

活動の場とし、むかわ町内の施設を活用し交流の

場を設けることで、住民の地域への関心を深め、

近隣での助け合いを育む地域づくりを目指しま

す。 

 

② レクリエーション用品貸出事業（継続） 

自治会・町内会活動の活性化や福祉コミュニティの

輪を広げ、住民間交流の促進を目的として貸し出し

を行います。 

 

 

232 千円 

 

 

 

 

10 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 千円 

３．福祉活動の担い手と連携を強化します。 

・自治会・町内会、福祉委員および民生委員児童委員と

の連携を強化します。 

・福祉事業所や福祉にとらわれない多様な機関との連携

を構築します。 

 

（該当事業） 

① 敬老会への祝品贈呈事業（継続）  

長寿を祝い、各地区や施設等で行われる敬老会に

福祉活動の推進を目的とし、祝品の贈呈を行いま

す。 

 

② 地域関係団体との連携（継続） 

地域で支援が必要な人の把握や相談支援を充実さ

せるため、自治会・町内会や民生委員児童委員の

方々とより一層の連携を図り、ともに解決を目指

す取り組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 千円 

 

 

 

 

0 円 

  



重点目標５ 安定・自立（自律）した法人運営  
 

事業項目 内   容 

法人運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．組織の運営体制を強化します。 

・今年度は評議員、理事・監事の改選期を迎えます。地域に理解され、 

 信頼される社協としての組織づくりに向け、適格な人材の選任を行い 

 ます。 

・事業評価の結果をふまえた事業展開を行います。 

・社協の指針・機能や事業運営について役職員が協議する場を設けま

す。 

 

(該当項目) 

① 理事会（継続） 

社会福祉法人の業務執行の決定や理事の職務の執行・監督を行い

ます。 

年度６回開催（５・７・９・１２・２・３月） 

  臨時１回開催（６月）  

 

② 監査（継続）  

社会福祉法人の健全なる運営に資することを目的に、理事の職務

の執行及び法人の業務及び財産の状況を調査します。 

年度４回開催（５・８・１０・２月） 

 

③ 評議員会（継続） 

地域住民の代表に位置づけられ、法人運営に係る重要事項の議決

機関であり、社会福祉法に規定する事項及び定款で定めた事項に

限り、決議します。 

定時評議員会 （６月） 

    定例評議員会 （３月） 

 

④ 社協職員の採用・配置（継続） 

効率的・効果的な事業運営を行うための計画的な職員の採用及び

配置を行います。 

・職員採用：職員の年齢分布や定年、再雇用、資格取得者の状況な

どを把握し、計画的な職員採用が出来るよう事前に行政と協議を

行います。 

・配置：職員のキャリアパス等や本所・支所の状況に合わせた職員

の配置や人事異動を行います。 

 

⑤ 事業運営の透明性（継続） 

財務諸表、現況報告書、役員報酬基準を公表します。 

 

２．地域福祉活動の推進力を強化します。 

・役員と職員の連携を図るとともに、地域福祉の専門性を高めます。 

・保健・医療・介護・福祉の共通した課題に向けて、専門機関や団体等

との協働・連携を促進します。 

 



事業項目 内   容 

法人運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(該当項目) 

① 部会の設置（継続） 

専門事項について、この法人の運営に参画し、或いは会長の諮問に

答え、または意見を具申することを目的とします。 

総務部会・福祉事業部会 

    年度３回開催（７・１１・２月） 

 

②  社会福祉に関する関係団体との連携（継続） 

a. 委員会の設置 

専門事項について、この法人の運営に参画し、或いは会長の諮

問に答え、または意見を具申することを目的とします。 

評議員選任・解任委員会／ボランティアセンター運営委員会／

広報編集委員会／生活福祉資金貸付調査委員会／たすけあい金

庫貸付運営委員会／広告掲載審査委員会 

b. 行政との連携 

地域で支援が必要な人の把握や相談支援を充実させるため、関

係団体と連携を図りともに解決を目指します。 

c. 各種団体との連携 

地域で支援が必要な人の把握や相談支援の充実を図るため、保

健・医療・福祉等の関係機関との協働のもと取り組みを行いま

す。 

 

③ 役職員の連携・資質向上（継続） 

働きやすい職場環境の整備、本所、支所の職員間の連携、知識や

技術を身につけ職場全体で資質向上を図ることを目的とします。 

・役職員視察研修（継続） 

・職員会議の開催（継続） 

・職員の研修会参加（継続） 

 

 

３．安定・継続的な法人運営を行います。 

・地域福祉実践計画を基本とし、計画的な地域福祉活動を行います。 

・非常時における福祉事業の継続的な実施体制を構築します。 

 

(該当項目) 

①自主財源の確保（継続） 

a. 会費の増強 

社会福祉協議会は「地域福祉の推進役」として、町民をはじめ

福祉団体や企業等の方々に参画してもらい、地域住民の支え合

いの活動を進めるために会員・会費の確保に努めます。 

一般会員(１世帯あたり)   ７００円 

賛助会員１口      １，０００円以上  

特別会員１口      １，０００円以上 

b. 寄付の増強 

むかわ町社会福祉協議会が行う様々な社会福祉事業の充実を目

指し、事業資金の協力、社会参加を募ります。 



事業項目 内   容 

法人運営 

 

c. 広告掲載料の増強 

町民の日常生活に関連する公共的性格のある私企業等で、町内

に事業所等を有する方や私企業及び自営業で町内に事業所を有

する方等の広告を掲載します。 

d. 共同募金委員会との連携 

共同募金(赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金)は貴重な自

主財源となることから、共同募金委員会と連携を図り、運動の

啓蒙と募金協力を行います。 

 

② 職場環境の改善（継続） 

非常時などの業務推進力の向上と職員のストレス軽減、メンタル

ヘルス不調を予防するため、働きやすい環境づくりを目指しま

す。 

 

③ 感染症対策及び非常時における事業継続計画の策定（継続） 

胆振東部地震の教訓を踏まえて非常時の組織対応力を強化し、緊

急時(自然災害、新型感染症の発生等)においても、職員とその家

族及び利用者の安全を確保しながら事業を適切に継続・運営する

ことを目的に、事業継続計画（BCP）の検証を行い、不備や改善点

について検討し、計画の見直しを行います。 

 

④ 災害ボランティアセンターの設置・運営（継続） 

むかわ町や他の市町村での災害発生時、災害ボランティア積立預

金を活用し、ボランティアセンターの運営、支援を行います。 

 

⑤ 地域福祉実践計画の評価（継続） 

令和４年度から実施している第６期地域福祉実践計画の進捗状

況の確認や事業評価を行い、社会・経済情勢の変化や社会動向

などに対応するため、必要に応じ計画内容の見直しを行ってい

きます。 

 

 

 


